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第１　仙台ＰＳ健康影響調査（以下、「本件調査」という。）の実施とその結
果について

１　本件調査の実施について
(1)　原告は、仙台ＰＳの排出する煤煙による健康被害の発生について調査
するため、甲Ａ２５号証のとおり本件調査を行った。

(2)　本件調査の概要は以下の通りである（詳細は後述する）。
ア　調査対象者　原告団及びその家族等の１３２名（調査対象者居住地　

仙台ＰＳから５㎞以内の者８６名（以下、「５㎞以内
群」という。）、５㎞以上４６名（以下、「５㎞以上
群」という。）。

イ　調査内容　調査対象者に、平成３０年（２０１８年）９月ころ、以
下の内容についての質問票を配布し、回答をもらう形の調
査を１回行った。
① 平成２８年（２０１６年）７月から８月ころの生活
状況等（事前調査）
（使用した調査票は、成人（高校生以上）は甲Ａ２２－
１、中学生以下は甲Ａ２２－２）

② 平成２８年（２０１６年）７月から９月ころの健康
状態等
（使用した調査票は、成人（高校生以上）は（甲Ａ２３
－１）、中学生以下は（甲Ａ２３－２）。）

③ 平成３０年（２０１８年）７月から９月ころの健康



状態等
（使用した調査票は、成人（高校生以上）は（甲Ａ２４
－１）、中学生以下は（甲Ａ２４－２）。）

なお、②と③の調査票の内容は全く同じである。
ウ　解析方法　調査票における「呼吸器症状」「眼・鼻アレルギー症

状」２５項目とそれら症状に影響を及ぼし得る７項目、
呼吸器既往歴７項目、仙台ＰＳ営業後の不安１項目を対
象とした（甲Ａ２５）。
両群の比較は、各症状の陽性数とその比率とせず、「平成
２８年（２０１６年）には症状がなく、平成３０年（２０１
８年）に有症状である」の項目数を比較した。

２　本件調査の結果について
本件調査の結果によって、仙台ＰＳから５㎞以内群では、仙台ＰＳの操

業前後で新たに症状を発症した者が、５㎞以外群に比較して明らかに多か
ったことが判明した。また、これらの症状惹起に影響を及ぼす「他要因」
の関与は否定でき、回答者の心理面からの「誇張」についても除外できて
いる。
以上のことから、原告を仙台ＰＳから５㎞以内群と５㎞以外群の２群に

分けた場合には、５㎞以内群の原告は、５㎞以外群に比して健康被害が発
生していることを示しているということができる。
　この事は、他の健康影響要因を考慮しても、健康被害への不安の影響を
考慮した上でも妥当性がある。
以下、上記結論に到った過程について詳述する。

第２　本件調査の詳細
１　はじめに

本件調査の内容、方法等について具体的に主張し、本件調査が信用でき
るものであることを明らかにする。

２　調査対象者
(1)　原告団から、本訴訟の各原告及び各原告の家族に対し、健康調査の実
施を提案し、調査に同意した者を調査対象者とした（合計１３１名）。
なお、仙台ＰＳから各調査対象者への距離は、調査対象者の住所から

地図によって計算し、「５㎞以内群」「５㎞以上群」に区別した。ただ
し、仙台ＰＳから５㎞以内に居住している者であっても、１日のうち３
分の２以上を５㎞以外で生活している者は、「５㎞以上群」に分類し
た。

(2)　調査対象者の特定可能性について
回答をもらった調査票そのものに番号を振って管理しているため、回



答者の特定は可能であるが、統計処理を目的としており、調査に際し、
裁判等で個別事例の提示が必要となる場合には、開示前に個別に同意を
得ることとしているため、現時点では回答者の氏名・住所は公表しな
い。ただし、住所については市（仙台市は区まで）・町までは公表す
る。

３　調査内容
(1)　調査方法

呼吸器関連の症状は、夏季と冬季で季節性の変化がある。また、仙台
ＰＳは継続して稼働しており、継続的な曝露による影響もあるため、調
査対象者を特定して、継続調査する必要がある。
今回は、調査対象者に番号を割り当てた上、基本的な生活環境や生活

状況（甲Ａ２２）、平成２８年夏ころの健康状態（甲Ａ２３）、平成３
０年夏ころの健康状態（甲Ａ２４）について調査票に回答してもらった
（調査票は平成３０年１０月１日から１１月１５日までに回収し
た。）。

(2)　調査票・質問項目について
調査票はアメリカ胸部疾患学会（American Thoracic Society　略称ＡＴ

Ｓ）作成の質問票(１９７８年)の和訳(大気汚染による健康影響手法に関
する研究班：１９７８年)の成人用(高校生以上)、小児用(中学生以下)を
それぞれ用いた。そして、上記質問票から、目的と明らかに関係ない質
問事項を消去し（消去したことが分かるよう、消去した質問番号は欠番
とした）、また、仙台ＰＳとの関連性に関する追加質問２問を加え、簡
略版を作成して配付した。
なお、平成２８年夏ころの健康状態に関する質問内容（甲Ａ２３）と

平成３０年夏ころの健康状態に関する質問内容（甲Ａ２４）は同じであ
る。

４　解析方法
調査票における回答のうち、「呼吸器症状」「眼・鼻アレルギー症状」

２５項目とそれら症状に影響を及ぼし得る７項目、呼吸器既往歴７項目、
仙台ＰＳ営業後への不安１項目を対象とした。
なお、本件調査は、仙台ＰＳのばい煙の曝露による影響を調査している

ため、両群の比較は、各症状の陽性数とその比率とはせず、「平成２８年
（２０１６年）には症状がなく、平成３０年（２０１８年）には有症状で
あった」の項目数を比較した。
５　解析結果
(1)　上記比較の結果、「平成２８年（２０１６年）には症状がなく、平成
３０年（２０１８年）には有症状であった」という回答が５項目以上あ



った者は、「５㎞以内群」では９名（１６項目該当が１名、１１項目が
１名、１０項目が１名、７項目が２名、６項目が３名、５項目が１名）
であった。
　一方、「５㎞以外群」では３名（７項目該当１名、５項目２名）であ
った。
　つまり、３対１の割合となる。
　また、上記の比較対象区切りを「６項目以上」で区切るとすれば、８
名対１名で、その差は一層明らかなものになる。
　これにより、５㎞以内群と５㎞以外群において、仙台ＰＳ稼働前と稼
働後で、症状が出始めた者の数に顕著な差があるということが判明し
た。

(2)　「平成２８年（２０１６年）には症状がなく、平成３０年（２０１８
年）には有症状であった」項目が５項目以上該当する者について、他の
健康影響因子を確認した。
ア　まず、「粉塵環境で働いた者」及び「道路等排ガス環境で働いてい
る者」は存在しなかった。
イ　次に「冬の暖房で屋外排気装置を使っていない」者は、「５㎞以内
群」で６/９（９人中６人）だったのに対し、「５㎞以外群」では１/
３（３人中１人）と、「５㎞内群」では２倍多いが、今回の調査とは
季節が異なるので、症状発現の要因とはならないと思われる。

ウ　喫煙者は、「５㎞以内群」で２/７（７人中２人）に対し、「５㎞以
外群」では２/３（３人中２人）が元喫煙者のみであった。
エ　「同居者の喫煙者」は、両群においていなかった。「現在ペットを
飼育中」は、両群１名ずつであった。
オ　既往歴では、肺気腫、気管支拡張症はなく、気管支喘息では、「５
㎞以内群」で３/９（９人中３人）、「５㎞以外群」で１/３（３人中１
人）で、同率であった。気管支喘息が比較的多いが、２期間における
喘息発作はおらず、「発作はないが、治療を受けた」と回答した者が１
名いた。「操業への不安」では、「しばしば」と「しょっちゅう」を
合わせてそれぞれ１名のみであった。
カ　以上のことから、仙台ＰＳ以外の要因が対象者の症状惹起に影響を
与えている可能性は非常に低いということが言える。

( 3 ) 　仙台ＰＳ操業にあたっての健康影響への不安の強さ（追加質問
（２））については、「５㎞以内群」と「５㎞以外群」とで差はなかっ
た。
これにより回答への心理面からの誇張はないことが分かる。

６　解析結果から分かる結論



第５項（１）で述べた通り、仙台ＰＳ操業前に症状がなかったが、操業
後に発症した者は、「５㎞以内群」は「５㎞以外群」よりも明らかに多い
ことが明らかになった。
そして、第５項（２）で述べたように、それらの症状惹起に影響を及ぼ

す「他要因」の関与は否定できることも明らかになった。
よって、原告を仙台ＰＳから「５㎞以内群」と「５㎞以外群」の２群に

分けた場合には、「５㎞以内群」の原告は、「５㎞以外群」に比して健康
被害が発生していることを示しているということができる。
　この事は、他の健康影響要因を考慮しても、影響への不安の影響を考慮
した上でも妥当性がある。

以　上


